
令和６年

（室蘭市消防本部予防課 ℡４１－４１３３）

統一防火標語

「火を消して 不安を消して つなぐ未来」

４月２０日(土)から 3０日(火)までの 1１日間、全道一斉に「春の火災予防運動」が行われ

ます。

これからの季節は、空気が乾燥し、強い風が吹くなど、火

災の発生しやすい時季となります。

火災の多くは、ちょっとした油断から発生しています。

火の取り扱いには十分注意しましょう。

昨年（令和５年）の火災発生状況

昨年 1年間に室蘭市内で発生した火災は２３件（建物１５

件、車両２件、その他５件）で、火災による死者は３名、負

傷者は６名でした。

火災による死者・負傷者が多く発生しました

令和５年は大変痛ましいことに死者・負傷者（死者３名・

負傷者６名）が多く発生しました。

恐ろしい火災を起こさないために、以下のポイントにご留

意ください。

① 寝たばこは絶対にしない、させない。

② ストーブのまわりには絶対に燃えやすいものを置かない（洗濯物をストーブの上で干す

のは危険です！）ファンヒーターのような小型のものでも油断は禁物です。

③ こんろを使うときは火のそばを離れない。

④ コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。

⑤ ストーブやコンロなどは安全装置の付いたものを使用する。

⑥ 住宅用火災警報器を設置し、定期的に点検する（１０年を目安に交換する）。

⑦ 部屋を整理整頓し、寝具や衣類・カーテンは防炎品を使用する。

⑧ 消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

⑨ 避難経路と避難方法を常に確保しておく。

⑩ 防火防災訓練への参加などにより地域ぐるみの防火対策を行う。
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住宅用火災警報器は、正常に作動していますか？

住宅用火災警報器は、古くなると電池切れや電子部品の寿命などで、火災を感知しないこ

とがありますので、定期的に作動確認をしましょう。（電池切れの場合は警報音が鳴ります。）

１０年を目安に交換をお勧めします

住宅用火災警報器は、電池の交換ができないバッテリー式のものがほとんどで、使用状況

によっては、寿命よりも早く電池切れになる場合もありますので、１０年を目安に交換する

ことをお勧めします。

住宅用火災警報器の設置は義務です

住宅用火災警報器は、室蘭市火災予防条例により全ての住宅に設置が義務づけられていま

す。罰則はありませんが、万が一に備え、必ず設置してください。

なお、最新の統計では室蘭市では９割以上住宅で設置が完了しており、警報器のおかげで

「火災に早く気づいた」、「火災にならずに済んだ」などの事例が報告されています。

住宅用火災警報器の奏功事例（室蘭市内）

「２階建ての専用住宅で１階から出火したが、２階で寝ていた住人が

警報器の音に気付き、家族ともに無事に避難した。」

不審な電話・訪問販売等にご注意を

消防職員、消防団員による消火器や住宅用火災警報器の斡旋、販売は一切行っておりませ

ん。不審な電話、訪問販売等にご注意ください。

ご不明な点は、消防本部予防課（℡４１－４１３３）へお問い合わせください。

（出典：一般社団法人 日本火災報知機工業会）


